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令和８年度横須賀市地域公共交通計画策定支援業務委託 
仕 様 書 

 

１ 総則 
本仕様書は横須賀市（以下「甲」という。）が実施する「令和８年度横須賀市地域公

共交通計画策定支援業務委託（以下「本業務」という。）」に適用する。 
 

２ 業務の目的 
本業務は、令和８年度から令和９年度の２年間で、公共交通の実態や利用者ニーズ等

を詳細に把握・分析し、地域の実情に合わせた持続可能な公共交通の構築に資するた
め、同時期に改定予定の立地適正化計画と実質的に連携しながら、「地域公共交通の活
性化及び再生に関する法律」に基づく地域公共交通計画の策定支援を目的とする。 

 

３ 計画の基本事項 
（１）計画区域 

横須賀市全域 
（２）履行期間 
  契約締結日から令和９年３月15日（月） 
（３）計画期間 
  令和10年度から令和14年までの５年間（予定） 
 

４ 業務の内容 
【令和８年度】 
（１）計画準備 

①受託者（以下「乙」という。）は、契約締結後、業務計画書を作成し、甲に提出し
なければならない。 

②業務計画書には、以下の内容を記載するものとする。 
ア 業務概要 
イ 実施方針  
ウ 業務工程表 
エ 業務の組織体制 
オ 打合せ計画 
カ 照査計画 
キ 成果品の内容及び部数 
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  ③乙は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にし、甲と協議し、
承認を得た上で、変更後の業務計画書を提出しなければならない。 

（２）上位計画・関連計画との整合 
市内や周辺地域における持続可能な公共交通の構築に際して、前提となる上位計

画、関連計画を整理し、公共交通網の検討において重要となる事項を把握する。 
（３）公共交通に関する現況整理 

①人口動向、主要施設配置等の状況を把握し、地域特性を分析する。 
②公共交通の整備状況並びに利用実態を分析する。 
③分析したデータは、視覚的にわかりやすいように可視化し、とりまとめる。 
④その他必要な項目が生じた場合は、甲と協議し、追加するものとする。 
※ 使 用す る デー タは 、貸 与 可能 な デー タの ほか 『 地域 公 共交 通計 画の 「 ア

ッ プ デー ト ガイ ダン スV e r 1 . 0 」デ ータ 活 用の 手 引き 』 を参 考に 、本 市
の 実 態に 合 った もの とす る 。 

（４）市民アンケート調査 
市民の移動実態及び移動ニーズ等を把握するため、市民アンケート調査を実施する。 
①調査票の設問設定 
②調査票作成・印刷 
③発送用及び返信用封筒の作成 
④調査票の封入・発送 
⑤調査票の集計・分析 
⑥報告書の作成 
※無作為抽出の 3,000人を対象とする。 
※調査の実施に必要な経費は乙が負担する。 
※設問の設定にあたっては甲と協議を行い、承認を得ること。 

（５）公共交通をとりまく課題の整理 
前項までの整理結果に基づき、公共交通をとりまく課題を整理する。 

（６）バス路線の再編 
  前項までの整理結果や課題を関係機関と共有し、以下の点に留意してバス路線の再編

について検討する。 
①交通事業者とバス路線の再編へ向けた方向性を協議すること。 
②立地適正化計画と整合を図ること。 
③隣接市町と情報を共有し、三浦半島地域全体で公共交通網を構築すること。 

（７）地域公共交通に係る基本方針及び目標設定 
前項までの整理結果に基づき、基本的な考え方、基本理念、基本方針、施策の方向性

について検討を行い、新たな課題に対応した方針及び計画の目標を設定する。 
（８）骨子案のとりまとめ 
  前項までの整理結果を踏まえ、骨子案としてとりまとめる。 
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【令和９年度】（予定） 
（９）施策事業の検討及び評価方法の設定 

目標達成のために必要となる施策事業の検討を行い、本計画策定後の効果測定や評
価方法の設定、次期計画へのアップデート方針を検討する。 

（10）地域公共交通計画（素案）のとりまとめ 
前項までの整理結果及び横須賀市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」と

いう。）及び交通事業者で構成する分科会の協議を踏まえ、『 地域 公共交 通 計画
の 「 アッ プ デー トガ イダ ン ス V e r1 . 0」 手 順書 』 に沿 っ てとりまとめる。 

（11）パブリック・コメント手続の実施支援 
本計画（素案）に関して、広く市民意見を聴収するため、パブリック・コメント手

続の資料作成・意見のとりまとめを行う。意見に関しては適切に本計画に反映する。 
（12）地域公共交通計画（案）のとりまとめ 
   前項までの整理結果及び協議会等での協議結果を踏まえ、本計画（案）をとりま

とめる。なお、計画本編は簡潔にとりまとめ、調査等で得られたデータや分析結果
は別冊の資料編として整理する。併せて、市民に向けて計画内容をわかりやすく解
説する概要版を作成する。 

 

５ 成果品 
本業務の成果品は、以下のとおりとする。なお、電子データは、Microsoft Word、

Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、Adobe Illustrator、必要に応じてGIS等を使用
し、市が編集可能なデータ形式で作成する。 

（１）業務報告書、計画書、分析データ等 
年度 成果品名 部数 データ形式 

令和８年度 業務報告書 ２部 
A4製本及び 
電子データ 

令和８年度 横須賀市地域公共交通計画（骨子） ２部 
A4製本及び 
電子データ 

令和９年度 
（予定） 

横須賀市地域公共交通計画 
（本編、資料編、概要版） 

２部 
A4製本及び 
電子データ 

令和９年度
（予定） 

分析データ等 ※交通事業者向け １部 電子データ 

令和９年度 
（予定） 

最終成果報告書 
（上記電子データ一式を含む） 

２部 
A4製本及び 
電子データ
（DVD-R） 
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（２）議事録 
協議会等の会議や打合せの都度、議事録（又は議事要旨／打合せ記録）を速やかに

提出し、確認を受けること。 
 

６ 成果品の帰属等 
（１）本業務の成果品に関する著作権は、甲に帰属するものとする。 
（２）乙は、自ら及び成果品の作成に関与した者をして、甲及び甲が指定する第三者に対

し、前項の規定により著作権が甲に帰属する成果品に関して、著作者人格権を行使せ
ず、また、これを行使させないものとする。 

（３）甲及び乙は、第１項に規定する著作権の帰属及び前項に規定する著作者人格権の不
行使の対価が本契約の契約金額に含まれていることを確認する。 
 

７ 協議会等の運営支援 
協議会、分科会及び横須賀市地域公共交通会議等の開催に際し、会議資料の作成、会議

への出席（助言・提言等）及び会議録の作成等の運営支援を行う。 
※協議会：２回、分科会：３回、横須賀市地域公共交通会議：２回を想定。 
 

８ 打合せ・協議 
  業務遂行に必要な打合せを、４回以上実施すること。なお、打合せ場所は、横須賀

市役所を基本とし、協議により変更できる。また、効率的な意思疎通を図るため、オ
ンライン、電話、メール等で必要に応じて業務連絡を行う。 

 

９ 貸与可能なデータ 
（１）市内路線バス事業者が所有する交通系ICカードデータ 
  ①データの種類：系統別の乗降実績（日時、乗降バス停、運賃種別、定期の有無等） 
  ②期間：令和７年４月１日（火）から令和８年３月31日（火） 
（２）市内コミュニティバス事業者が所有する乗降実績データ（集計データ） 
  ①データの種類：便別、バス停別の乗降実績 
  ②期間：令和７年４月１日（火）から令和８年３月31日（火） 
（３）市内タクシー事業者が所有する輸送実績データ 
  ①データの種類：月別の輸送実績（輸送回数、輸送人数、走行距離、稼働率等） 
  ②期間：令和７年４月１日（火）から令和８年３月31日（火） 
（４）本市の各種計画等のデータ 
（５）その他甲が本計画策定に必要と判断し、提供可能な範囲のデータ 
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10 技術者の保有資格に係る要件 
  本業務の主任技術者及び照査技術者は以下のいずれかの資格を有している者を配置

することとし、照査技術者は主任技術者とは別に選任するものとする。 
  ①技術士（総合技術管理部門：都市及び地方計画・鉄道・道路のいずれか） 
  ②技術士（建設部門：都市及び地方計画・鉄道・道路のいずれか） 
  ③RCCM（都市及び地方計画・鉄道・道路のいずれか） 

 

11 留意事項 
（１）乙は業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 
（２）業務完了後に乙の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合、乙

は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これらに対する経費は、
乙の負担とする。 

（３）本業務を実施するにあたり、甲が所有する資料等は無償で貸与する。なお、万
一、資料等に損傷を与えた場合は、乙が責任を持って修復すること。 

（４）乙は本業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、契約業務の一部を
委託する場合については、甲の承認を得るものとする。 

（５）本仕様書に定めのない事項や、業務の実施にあたり疑義が生じた場合は速やかに甲
と協議すること。 


